
大津港活性化・再整備基本構想の策定について R6.６.19 滋賀県 土木交通部 流域政策局 河川・港湾室

【１ 施策の目的】
大津港のあるべき姿を見据え、大津港の活性化と再整備を推進するため、取組の礎となる

「大津港活性化・再整備基本構想」の策定を行う。

【１ 現状と課題】
○ 現在の大津港は、昭和60年に定めた「大津港整備基本計画（全体計画）」に基づき整備さ
れたが、平成11年３月の概成から25年以上が経過し、施設の老朽化が進行している。

また、とりまく社会情勢の変化（災害時における港湾の役割拡大、温室効果ガス排出削減、
サイクルツーリズムの拡大や疏水船乗入れ等の活性化の兆し）に対して、現状の施設では応
えられていない状況にある。
〇 この現状に対し、今後、大津港をどのような港湾としていくのかが定まっていないことが課
題である。

に
ぎ
わ
い
創
出

社
会
実
験

エ
リ
ア
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
構
築

に
ぎ
わ
い
創
出

ビ
ジ
ョ
ン
策
定

県
市
連
携
体
制
の
構
築

県
主
体

大
津
市
主
体

にぎわいが
有り、安全
で安心な
大津港の
実現

新
・
琵
琶
湖

文
化
館
開
館

R4      R5         R6              R7 R8    R9   R10以降

港
湾
目
的
外
使
用
制
限
緩
和 利

用
実
態
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等

み
な
と
オ
ア
シ
ス
登
録

み
な
と
オ
ア
シ
ス
運
営
協
議
会
設
立

(

担
い
手
の
組
織
化)

大津港再整備
(改修・大規模修繕等)

活
性
化
・
再
整
備

基
本
構
想
検
討

施
設
整
備
等

実
施
方
針
決
定

活
性
化
・
再
整
備

基
本
構
想
策
定

【参考：みなとオアシス登録の主なメリット】
・国交省の社会資本整備交付金の重点配分に採択されやすくなる。
・Wi-Fi、案内標識等の整備に対する補助金の活用ができる。
・旅客施設等の建設または改良に対する資金の無利子貸し付けを受けられる。
・国交省や全国協議会等を通じて情報発信が可能となる。
・みなとオアシス運営協議会の設置により港湾管理者と市などとの連携・関係性が

深まり、イベントの開催等が行いやすくなる。

【２ 施策の進め方】
(1) 基本構想策定

まずは、大津港のあるべき姿を見据え、大津港の活性化と再整備を推進するため、取組の
礎となる 「大津港活性化・再整備基本構想」の策定を行う。

(2) 基本構想の概略
〇 現状や課題の整理を再度行った上、以下のような内容を記載した基本構想を策定する。

・ 構想期間：R7から概ね20年～30年の期間
・ 対象範囲：大津港の陸域及び港湾施設である水域（泊地および航路）
・ 取組主体：港湾管理者、大津市および関係の企業・団体等
・ 内 容 ：大津港の今後のあり方（目指す姿、空間利用の方針、施策展開（大津港への

アクセス、防災機能の向上等を含む）、推進体制等）

(3) 今年度の取組
○ 基本構想の策定のため、関係者同士の意見交換を目的とする検討会を設置
○ 基本構想策定を行うための調査・分析を委託により実施

（4）今後の展開
〇 構想策定後、港湾管理者（県）では既存施設を最大限活用する再整備などの実施方針

の決定及び基本設計の実施（R7～）に取り組む。
○ 令和7年度以降、基本設計が整い次第、順次、施設の改修・修繕に取り組む。
○ 大津市では同時並行して、「官民連携まちなか再生推進事業」による大津港周辺のエリ

アプラットフォームを構築（R6～）、順次同地域の「にぎわい創出ビジョン」を策定される
予定。

○ また、令和９年12月の新・琵琶湖文化館の開業に先立ち、令和８年度中には大津港を
「みなとオアシス」に登録できるよう、市と連携し、運営の担い手となる組織作りに取組む。
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資料１

災害対応力の強化につながる、施設整備も含めて検討


